
別記様式第8号（別記１の第６の１、別記２の第５、別記３の第５、別記４の第６関係）

鳥獣被害防止総合支援事業、鳥獣被害防止都道府県活動支援事業及び鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業の評価報告（令和5年度報告）
山形県

１　被害防止計画の作成数、特徴等

２　事業効果の発現状況

３　被害防止計画の目標達成状況

４　各事業実施地区における被害防止計画の達成状況

（協議会名） 基準値 目標値 実績値 達成率 基準値 目標値 実績値 達成率

ニホンザル

⑴有害捕獲 山形市鳥獣被害
防止対策協議会

R1 R5 R5 R1 R5 R5

ツキノワグマ ニホンザル 637 509 553 65.6 12.97 10.37 13.62 -25.0

カモシカ ツキノワグマ 368 294 478 -148.6 7.4 5.92 7.65 -16.9

イノシシ カモシカ 205 164 167 92.7 3.95 3.16 2.84 140.5

ニホンジカ

⑵被害防除 ⑵被害状況調査
　　R3　68箇所
　　R4　54箇所
　　R5　49箇所

山形市鳥獣被害
防止対策協議会

イノシシ 1,537 1,229 1,455 26.6 29.81 23.84 29.7 1.8

ハクビシン

⑶ICT等新技
術実証

⑶ICT捕獲機器の購入
　　R4　ほかパト親機1台・子機12台
　　R5　ほかパト子機12台、マタギっ娘15台

山形市鳥獣被害
防止対策協議会

⑶ICT捕獲機器
　R5.4.1～
　R6.4.1～

ニホンジカ - - - - - - - -

タヌキ

⑷捕獲等活
動

山形市鳥獣被害
防止対策協議会

ハクビシン 277 222 378 -183.6 4.3 3.44 3.49 94.2

ノウサギ タヌキ 83 66 63 117.6 1.17 0.93 0.78 162.5

カラス ノウサギ 22 17 17 100.0 1 0.8 0.46 270.0

ムクドリ カラス 739 591 690 33.1 8.71 6.96 7.75 54.9

ヒヨドリ

⑸侵入防止
柵整備

山形市鳥獣被害
防止対策協議会

ムクドリ 24 19 27 -60.0 0.47 0.37 0.41 60.0

オナガ ヒヨドリ 14 11 18 -133.3 0.15 0.12 0.38 -766.7

カワウ・サギ
類

オナガ 12 9 15 -100.0 0.15 0.12 0.21 -200.0

カワウ・サギ
類

350 280 280 100.0 1 0.8 0.8 100.0

合計 4,268 3,411 4,141 14.8 71.08 56.83 68.09 21.0

管理主体
供用
開始

利用率・
稼働率

事業効果 事業実施主体の評価

　市町村鳥獣被害防止計画の作成市町村は、令和６年９月末時点で、県内35市町村中34市町村となっている。
　未作成は、県内の平坦地にある三川町のみであるが、三川町では過去に農作物被害が確認されていることから、今後も計画作成を働きかけ、県内全市町村での作成を目指す。

【評価対象市町村（被害防止計画満了市町村）】
・山形市では、本事業を活用した実施隊の活用経費への支援、緊急捕獲などのソフト事業、柵設置を行ったが目標達成とならなかった。基準日と比較し被害は減少しているため、今後も整備事業やソフト事業の活用、地域ぐるみでの対策を促したい。
・上山市では、本事業を活用した緊急捕獲のソフト事業、柵設置を行い、目標を達成した。引き続き被害対策に取り組むよう促したい。
・天童市では、本事業を活用した実施隊活動経費への支援、緊急捕獲等のソフト事業を行い、被害額の目標を概ね達成した。引き続き被害対策に取り組むよう促したい。
・寒河江市では、本事業を活用した実施隊活動経費への支援などのソフト事業、柵設置を行い、目標を達成した。引き続き被害対策に取り組むよう促したい。
・朝日町では、本事業を活用した実施隊の活用経費への支援、緊急捕獲などのソフト事業を行ったが目標達成とならなかった。ツキノワグマによる被害が急増しているため、今後は整備事業やソフト事業の更なる活用を促したい。
・村山市では、本事業を活用した実施隊活動経費への支援などのソフト事業、柵設置を行い、被害面積の目標を達成した。引き続き被害対策に取り組むよう促したい。
・米沢市では、本事業を活用した実施隊活動経費への支援、緊急捕獲などのソフト事業、柵設置を行い、被害額の目標を概ね達成した。引き続き被害対策に取り組むよう促したい。
・南陽市では、本事業を活用した実施隊活動経費への支援、緊急捕獲などのソフト事業、柵設置を行い、目標を達成した。引き続き被害対策に取り組むよう促したい。
・高畠町では、本事業を活用した実施隊活動経費への支援、緊急捕獲などのソフト事業、柵設置を行い、目標を達成した。引き続き被害対策に取り組むよう促したい。

【再評価対象市町村（昨年度に改善計画を作成）】
・尾花沢市では、前年度の実績値より被害が減少となった。今後も、被害が増加しないよう、引き続き被害対策に取り組むよう促したい。
・新庄市では、前年度の実績値より被害が減少となった。今後も、被害が増加しないよう、引き続き被害対策に取り組むよう促したい。
・鮭川村では、前年度の実績値より被害金額が増加となった。今後は、整備事業活用による柵設置の他、被害防除、環境整備についても一体的に対策を行うよう促したい。
・飯豊町では、前年度の実績値より被害金額が増加となった。今後は、整備事業活用による柵設置の他、被害防除、環境整備についても一体的に対策を行うよう促したい。

　今回評価対象となった９市町村で金額又は面積が目標達成率70%以上となった市町は上山市、天童市、寒河江市、村山市、米沢市、南陽市、高畠町の７市町であった。残る山形市、朝日町の２市町については、主たる要因としては生息数及び範囲を拡大するツキノワグマ等による被害が増加しており、目標達成率70%以上とならなかった。

事業量 都道府県の評価

事業実施主体名

対象
地域

実施
年度

対象
鳥獣

事業内容

対象鳥獣

被害金額（万円） 被害面積（ha）

被害防止計画の目標と実績

山形市鳥獣被害
防止対策協議会

山形市 令和２
年度～
令和５
年度

⑴捕獲わなの拡充、鳥獣被害対策実施隊による捕獲活動の強化により、1,550
頭捕獲した。その他、わな見回りや調査などの実施隊活用を行った。

⑵鳥獣被害対策実施隊とともに被害状況調査へ出動し、より確かな被害の把握
に資することができた。

⑶ICT捕獲機器の導入により、効率的な捕獲活動に寄与した。

⑷鳥獣被害対策実施隊によるイノシシ、ニホンザル、ニホンジカの捕獲活動によ
り1,134頭捕獲した。

⑸集落と山の境界で、イノシシ、ニホンザル等による農作物被害が多発していた
ことから、環境省の指定管理鳥獣捕獲等事業と連携しつつ、緊急捕獲活動支援
事業を活用し山中において鳥獣被害対策実施隊が有害捕獲を行うとともに、集
落を囲うように山際に侵入防止柵を設置。進入路となる河川や道路に誘導捕獲
柵わな及び箱ワナを設置した。サル接近検知システムの活用、地域農家による
追い払いを行いつつ、センサーカメラによる監視・遠隔操作を行い、侵入する個
体の捕獲を実施した。これらの取組により、山形市におけるイノシシの有害捕獲
捕獲頭数が増加したことにより、目標値には及ばなかったが、基準値と比較し
て、被害額については27％、被害金額については2％の達成率となった。

⑴捕獲わなの購入
　　R3:箱わな　6基
　　R4:箱わな　4基
　
　実施隊捕獲頭数
　　R3　569頭
　　R4　429頭
　　R5　552頭

・わな設置見回り
・カラス･ムクドリ一斉駆除
・カラス捕獲活動
・生息状況調査

⑴捕獲わな
　R4.4.1～
　R5.4.1～
　

被害金額、被害面積ともに目標を達成
できなかった。

鳥獣交付金を活用して地域の実情に合
わせた鳥獣被害対策実施隊の活動を
行っている。これまでの取り組みにより、
ニホンザルやイノシシなどの被害金額は
基準値より減っているものの、目標値は
未達成である。また、ツキノワグマやハ
クビシンなど、基準値より被害金額が増
加している獣種もある。引き続き実施隊
活動を強化していくとともに、侵入防止
柵の新規設置や、過去に設置した侵入
防止策の適切な維持管理、放任果樹の
伐採等、地域全体で鳥獣対策を行って
いく必要がある

⑷緊急捕獲活動
  　イノシシ　R3　412頭
　　　　　　　　R4　179頭
　　　　　　　　R5　331頭
　　ニホンザル　R3　25頭
　　　　　　　　　　R4　60頭
　　　　　　　　　　R5　119頭
　　ニホンジカ　 R3　2頭
　　　　　　　　　　R4　4頭
　　　　　　　　　　R5　2頭

⑸鳥獣用侵入防止柵
　ワイヤーメッシュ柵
  　R3　高瀬地区　3,200ｍ、楯山地区　5,400ｍ
  　R4　高瀬地区　2,300ｍ
　複合柵（ワイヤーメッシュ柵＋電気柵）
  　R5　山寺地区　11,500ｍ

⑸鳥獣用侵入防止柵
　R3高瀬地区
     R4.3.3～
　R3楯山地区
     R4.3.3～
　R4高瀬地区
     R4.11.19～
　R5山寺地区
     R5.11.30～

ツキノワグマ
　被害調査やパトロール活動を強化した
ほか、侵入防止柵の設置による被害防
除に努めたが、近年、生息域の拡大に
より、被害面積及び被害額は増加した。
指定管理鳥獣に指定されたことから、今
後の対策状況を注視しつつ、これまで
行っている被害防除対策を推進に取り
組む。

ニホンザル、イノシシ
　緊急捕獲活動による捕獲頭数の増加
や広域侵入防護柵の設置等により、一
定の防除効果は得られているものの、
生息域の拡大及び個体数の増加が著し
く、被害面積及び被害額は増加した。特
に、侵入防止柵が未設置の農地におい
て被害が増加しており、引き続き地域ぐ
るみによる広域侵入防護柵の設置、緩
衝帯の整備など、捕獲と環境整備を効
果的に組み合わせた被害防除対策の
推進に取り組む。

鳥類
　銃器による一斉捕獲等を行っている
が、空からの侵入に対して根本的対策
をとるのが難しく、被害面積及び被害額
は増加した。これまで行っている対策を
継続しつつ、放任果樹の伐採等の生息
環境管理対策の推進に取り組む。



上山市鳥獣害防
止対策協議会ほ
か

R1 R５ R5 R1 R５ R5

ニホンザル 354 265.5 283.2 80.0 36.3 27.2 18.1 200.0

ツキノワグマ 298.3 223.7 238.2 80.6 25.5 19.1 18.49 109.5

イノシシ 389.3 292 100.6 296.7 59.5 44.6 6.86 353.3

ハクビシン 91.3 68.5 65.9 111.4 4.1 3.1 3.47 63.0

タヌキ 25 18.8 25 0.0 1 0.8 1 0.0

⑵防護柵

カラス 379.1 284.3 339.6 41.7 45.2 33.9 40.02 45.8

ムクドリ 66 49.5 66 0.0 8.7 6.5 1.5 327.3

スズメ 213.4 225.7 62.8 -1224.4 32.9 24.7 2.73 367.9

カモシカ 242.6 182 256.5 -22.9 24.6 18.5 18.51 99.8

合計 2059 1610 1437.8 138.4 237.8 178.4 110.68 214.0

（１）有害捕
獲

（１）捕獲わなの購入
　Ｒ３　くくりわな１０基
　Ｒ５　くくりわな２７基

天童市有害鳥獣
対策協議会

（１）捕獲わな
　R3.8.26
　R5.11.15

R1 R5 R5 R1 R5 R5

（２）侵入防
止柵整備

（２）電気柵
　津山地区　651ｍ

天童市有害鳥獣
対策協議会

イノシシ 1243.7 1110.0 903.0 254.8 9.10 8.10 8.55 55.0

ニホンザル 435.2 390.0 445.6 -23.0 2.65 2.30 3.09 -125.7

（３）緊急捕
獲活動

天童市有害鳥獣
対策協議会

ツキノワグマ 176.5 150.0 109.3 253.6 1.10 0.90 0.59 255.0

ハシブトガラ
ス・ハシボソ

ガラス
1466.2 1310.0 1517.5 -32.8 10.30 9.20 10.16 12.7

（４）射撃技
能講習会

（４）会場使用料
　Ｒ４　3000円×22人
　Ｒ５　3000円×21人

天童市有害鳥獣
対策協議会

ムクドリ 671.5 600.0 614.1 80.3 4.65 4.10 4.22 78.2

二ホンジカ - - 4.4 - - - 0.06 -

合計 3993.1 3560 3593.9 92.2 27.80 24.60 26.67 35.3

上山市鳥獣害防
止対策協議会

上山市
全域

令和３
年度～
令和５
年度

ニホンザル
ツキノワグマ
イノシシ
ハクビシン
タヌキ
カラス
ムクドリ
スズメ
カモシカ

⑴捕獲等活
動

(1)緊急捕獲活動

＜捕獲数＞
R３
イノシシ 381頭
R４
イノシシ 200頭（うち交付金75頭）
R５
イノシシ 272頭（うち交付金184頭）

(2)整備事業
簡易電気柵及びワイヤーメッシュ柵等地域や農地
の実情に合った防護柵設置について推奨し支援

上山市鳥獣害防
止対策協議会ほ
か

(2)整備事業
東地区
　R1.12.10～
松沢地区
　R3.3.17～
権現堂地区
　R3.9.15～
小倉地区
　R3.10.11～
細谷・阿弥陀地地区
　R4.12.21～

　被害金額は目標を達成できたが、被害
面積は目標を達成できなかった。

　鳥獣交付金を活用してくくり罠の購入
や射撃講習会等を行っている。被害金
額についてはおおむね目標を達成して
おり、特にイノシシやツキノワグマの被
害が軽減されている。被害面積について
は目標未達成であり、特にニホンザルに
ついては被害が増えている状況である。
引き続き実施隊の活動を強化していくと
ともに、放任果樹の伐採や草刈りなど地
域全体での鳥獣対策を行うこと。
　また、市では一斉捕獲への参加を促
し、狩猟期以外の捕獲活動に参画する
ことや加害鳥獣を捕獲することに対する
捕獲従事者の意識改善を行っている。
今後は、さらに効率的な捕獲活動を行え
るよう捕獲技術や経験年数に対応した
段階的な研修の実施などを検討していく
こと。

（２）電気柵
津山地区
　R4.6.14

（３）緊急捕獲活動
イノシシ　Ｒ３　50頭
　　　　　　Ｒ４　83頭
　　　　　　Ｒ５　97頭

　被害金額、被害面積ともに目標を達成
した。

鳥獣交付金を活用して、地域
の実情に合わせ被害対策を行ってい
る。特にイノシシについては被害金額、
被害面積ともに目標を大きく上回って被
害が減少しており、侵入防止柵設置や
捕獲活動等の対策の効果が出ている。
しかし、ニホンザルやツキノワグマの被
害金額等は目標値までは未達成である
ため、引き続き実施隊の活動を強化す
るとともに、農業者への対策の強化を呼
びかけること。
また、市では地域の実情に合わせた生
息環境管理や捕獲罠の設置を行ってい
る。今後はその現状や効果について他
の地域にも共有していき市全体の取り
組みに繋げるていくこと。

(1)緊急捕獲活動
平成30年度より捕獲奨励金制度を導入して捕獲活動を推進した結果、特にイノ
シシの捕獲数が増加し、捕獲圧が強まったことにより被害の抑え込みに寄与し
ている。イノシシ捕獲数は令和３年度３８１頭、令和４年度２００頭、令和５年度２
７２頭となっている。※有害捕獲の他狩猟による捕獲を含む。

(2)整備事業
○東地区鳥獣害防止施設設置事業（令和元年度実施）
　【事業内容】呑岡山沿いにワイヤーメッシュ柵・電気柵の複合柵を設置
　【設置延長】約2.7ｋｍ
　集落と山の境界で、ツキノワグマ、ニホンザル、イノシシによる果物及び野菜類
の被害が多発していたことから、緊急捕獲活動支援事業を活用し山中において
猟友会が有害捕獲を行うとともに、集落を囲うように山際にワイヤーメッシュ柵、
電気柵を設置し、侵入路となる河川や道路に誘導捕獲柵わな及び箱ワナを設
置することで捕獲に資する柵として活用。サル接近検知システムの活用、地域
農家による追い払いを行いつつ、ICT等新技術導入により個体の捕獲効率を高
めた。
これにより、捕獲圧が高まり、施設設置により山際からの鳥獣の侵入が抑制さ
れ、農作物被害が軽減した。（設置前被害：約20％→設置後被害：約5～15％）
なお、呑岡山以外の山からの侵入による被害もあることから完全な被害防止と
はならなかったため、今後も防護柵の適切な維持管理のほか各農家の防護柵
設置などにより更なる被害軽減をはかる。
○松沢地区鳥獣害防止施設設置事業（令和２年度実施）
　【事業内容】ワイン用ぶどう園地にワイヤーメッシュ柵を設置
　【設置延長】約4.3km
　果樹園地と山の境界で、ツキノワグマ、ニホンザル、イノシシによる果物等の
被害が多発していることから、緊急捕獲活動支援事業を活用し被害箇所を含む
周辺において、猟友会が有害捕獲を行うとともに、園地を囲うようにワイヤーメッ
シュ柵を設置し、侵入路となるけもの道等に誘導捕獲柵わな及び箱ワナを設置
することで捕獲に資する柵として活用する。また、地域農家による追い払いを実
施し、サル接近検知システムを活用するなど複数の施設を合わせて個体の捕
獲効率を高める。これにより、捕獲圧が高まり、施設設置により果樹園地への鳥
獣の侵入が抑制され、農作物被害が低減した。（設置前被害：約20％→設置後
被害：0％）
○権現堂・小倉地区鳥獣害防止施設設置事業（令和３年度実施）
　【事業内容】２地区の集落協定員の水田に電気柵を設置
　【設置延長】約19ｋｍ
　水田と山の境界で、イノシシによる水稲への被害が多発していることから、緊
急捕獲活動支援事業を活用し被害箇所を含む周辺において、猟友会が有害捕
獲を行うとともに、水田を囲うように電気柵を設置し、侵入路となるけもの道等に
誘導捕獲柵わな及び箱ワナを設置することで捕獲に資する柵として活用した。
また、地域農家による見回り及び追い払いを実施し、個体の捕獲効率を高め
る。　これにより、捕獲圧が高まり、施設設置により水田への鳥獣の侵入が抑制
され、農作物被害が低減した。（設置前被害：約20％→設置後被害：0％）
○細谷・阿弥陀地地区鳥獣害防止施設設置事業（令和４年度実施）
　【事業内容】フルーツライン沿いにワイヤーメッシュ柵・電気柵の複合柵に複合
柵を設置
　【設置延長】約2.5ｋｍ
　フルーツラインと山の境界で、イノシシ・サルによる農作物への被害が多発して
いることから、農地・園地側を囲うように複合柵を設置した。また、設置後も地区
会による見回りを行い維持管理をしている。　適切な維持管理により農地・園地
への鳥獣の侵入が抑制され、農作物被害が低減した。（設置前被害：約20％→
設置後被害：0％）

ニホンザル
電気柵の設置による被害防除の効果が
あった。一方、被害額は目標値を超えた
ので追払い活動や環境整備を行い、寄
せ付けない対策を進める。
ツキノワグマ
電気柵の設置による被害防除の効果が
あった。一方、被害額は目標値を超えた
ので効果的な被害防止の手法を学び実
践する。
イノシシ
本事業を活用して捕獲活動に取り組
み、電気柵の設置による被害防除に努
めた結果、被害面積及び被害額は減少
した。
ハクビシン、タヌキ
目撃情報や被害は少ないが、廃棄野
菜、果実や放任果樹を減らし寄せ付け
ない対策を進める。
鳥類
実施隊による追払い活動を実施したも
のの、カラスについて、被害額、被害面
積ともに目標達成とはならなかった。効
果的な被害防止の手法を学び実践す
る。
カモシカ
防護柵を設置し対策をしているものの被
害額、被害面積ともに目標達成とはなら
なかった。効果的な被害防止の手法を
学び実践する。

天童市有害鳥獣
対策協議会

天童市 令和３
-令和
５年度

イノシシ
ニホンザル
ツキノワグマ
ハシブトガラ
ス・ハシボソ
ガラス
ムクドリ
二ホンジカ

(1)捕獲わな
わなの拡充により、令和３年度は50頭、令和４年度は83頭、令和５年度は97頭
の有害個体のイノシシを捕獲した。

（２）進入防止柵整備
侵入防止柵を整備したことでイノシシ等による農作物被害が軽減した。
（イノシシＲ１⇒Ｒ５　　被害金額-10.75%、被害面積-10.98%）

（３）緊急捕獲活動
被害対策実施隊により、年々捕獲数が増加し、農作物被害も減少傾向にある。

（４）射撃技能講習会
講習会の実施により、安全かつ適切に止め差し等を行えるようになり、実施隊
員の技術向上につながった。

○イノシシ
　本事業の緊急捕獲活動による捕獲頭
数の増加並びに電気柵の設置により、
被害が減少した。
○ニホンザル
　桃やりんごなどの果樹被害が減らな
い。複合柵を活用していないため、通常
の電気柵では効果が薄く、被害を抑え
ることができていないと考える。複合柵
については、ほかの電気ワイヤーや電
気ネットより高額である点や設置が大変
である事からなかなか個人での購入に
踏み切れていないことが原因と考える。
○ツキノワグマ
　電気柵の導入により、被害防除に努め
た結果、被害が減少した。
○鳥類
　早朝の害鳥駆除活動を定期的に行
い、有害個体の捕獲及び追い払い等を
することによって、被害が減少した。
○二ホンジカ
　今回初めてシカによる農作物被害が
確認された。シカによる被害軽減のた
め、電気柵では５段のものを効果的に
活用し、被害が増加しないように努めて
いきたい。



寒河江市鳥獣被
害防止対策協議
会

R１ R４ R５ R１ R４ R５

ツキノワグマ 844 759.6 273.1 676.4 11.1 9.9 3.8 608.3

ニホンザル - - - - - - - -

イノシシ 358 322.2 149.3 583.0 11.1 9.9 2.6 708.3

（２）侵入防
止柵整備

寒河江市鳥獣被
害防止対策協議
会

ハクビシン 376 338.4 78.5 791.2 1.8 1.6 0.8 500.0

ノウサギ 416 374.4 629.4 -513.0 3.4 3.0 2.5 225.0

ムクドリ 1,920 1,728 1,450 244.8 60.0 54.0 45.0 250.0

ハシブトガラ
ス

ハシボソガラ
ス

570.5 513.4 430.1 245.9 34.1 30.6 20.3 394.3

スズメ 403.3 368.9 137.8 771.8 14.2 12.7 5.3 593.3

カワウ - - - - - - - -

総計 4,887.8 4,404.90 3,148.2 360.2 135.7 121.7 80.3 395.7

ツキノワグマ
（1）有害捕獲

R1 R5 R5 R1 R5 R5

ニホンジカ ツキノワグマ
227 100 1,257 -811.2 1.26 0.5 3 -228.9

イノシシ ニホンジカ
0 0 0 - 0 0 0 -

ニホンザル
イノシシ

176 150 5.8 654.6 1.73 1.3 3.7 -458.1

ハクビシン ニホンザル 0 0 0 - 0 0 0 -

カラス
ハクビシン 0 0 17.3 - 0 0 0.3 -

タヌキ
カラス

0 0 58.9 - 0 0 3.6 -

ノウサギ
（2）被害防除

タヌキ 0 0 0 - 0 0 0 -

サギ類 ノウサギ
0 0 0 - 0 0 0 -

ウソ
（3）緊急捕獲

サギ類
0 0 0 - 0 0 0 -

ヒヨドリ ウソ
0 0 0 - 0 0 0 -

カワウ
ヒヨドリ

0 0 0 - 0 0 0 -

カワウ
0 0 0 - 0 0 0 -

合計 403 250 1339.2 -611.9 2.99 1.8 10.6 -639.5

【捕獲頭数】

R3： ツキノワグマ ２頭
　　  イノシシ　　 ３３頭

R4： ツキノワグマ ７頭
　　  イノシシ　　 １４頭

R5： ツキノワグマ ２２頭
　　  イノシシ　　  ３１頭

ツキノワグマについては、被害報告が多い白岩地区・幸生地区・谷沢地区・醍醐
地区などに有害鳥獣捕獲許可を得て、
罠を設置、捕獲することで被害防止を図った。
特に令和５年度は、ツキノワグマのエサとなる木の実などが凶作となり、食べ物
を求めて人里に降りてくるケースが本市においても見られた。令和４年度と比較
すると捕獲頭数が３倍以上増えたものの、連絡体制の見直しや寒河江市鳥獣
被害実施隊との連携を強化するなどして効果的な捕獲に努めた。
イノシシについては、市内全域での捕獲許可を得て、くくりわなの設置・捕獲をし
被害防止を図った。
令和４年度に捕獲頭数が大きく減少したものの、令和５年度には捕獲頭数が例
年程度に戻っており今後の動向を注視する。

　被害金額、被害面積ともに目標を達成
した。

　鳥獣交付金を活用し実施隊による活
動を効果的に実施している。ほとんどの
獣種で被害金額、被害面積とも目標を
達成しているが、ノウサギの被害金額に
ついては増加しているため、農業者への
対策の呼びかけ等を行うこと。
　また、今後は住民を広く招いた説明会
を開催するなど、地域の状況に応じてさ
らに侵入防止策の設置を進められるよう
な体制整備をしていくこと。

Ｒ３
電気柵（イノシシ用）
幸生地区1,000ｍ、中郷①地区1,000ｍ、中郷②地区
1,000ｍ

イノシシ対策のため侵入防止策の設置により農作物被害が減少した。
（イノシシＲ１⇒Ｒ５　　被害金額-10%、被害面積-10.81%）

朝日町鳥獣被害
防止対策協議会

朝日町 令和3
年度か
ら令和
5年度

（1）有害捕獲
捕獲わな等の購入
　R3　鼻くくりセット　2基
　　　　くくりわな　22基
　R4　くくりわな　30基
　　　　ｾﾝｻｰｶﾒﾗ　10台
　R5　箱わな　1基
実施隊活動
　R3　ｸﾏ捕獲活動　64人
　　　　ｲﾉｼｼ生息調査　207回
　　　　ﾀﾇｷ・ﾊｸﾋﾞｼﾝ捕獲　9人
　R4　ｸﾏ捕獲活動　125人
　　　　ｲﾉｼｼ生息調査　829回
　R5　ｸﾏ捕獲活動　144人
　　　　ｲﾉｼｼ生息調査　667回
　　　　ﾀﾇｷ・ﾊｸﾋﾞｼﾝ捕獲　4人

朝日町鳥獣被害
防止対策協議会

（1）有害捕獲
　捕獲わな等
　R3　鼻くくり　R4.3月
　　　　くくりわな　R4.3月
　R4　くくりわな　R5.3月
　　　　ｾﾝｻｰｶﾒﾗ　R5.3月
　Ｒ5　箱わな　Ｒ６．4月

（1）有害捕獲
　捕獲わな等の拡充により、捕獲効率が上がった。
　鳥獣被害対策実施隊による有害捕獲活動を実施し、農畜産物及び人身被害
等が確認されている地域で捕獲による個体数調査ができた。

（2）被害防除
　被害の大きい地域にて、実施隊による追払いを実施することで、農作物の被
害防止ができた。

（3）緊急捕獲
　出没、被害の大きい地域において重点的に捕獲を実施することができた。

〇ツキノワグマ
　本事業を活用し、被害調査やパトロー
ル活動を強化したが、例年になくツキノ
ワグマの出没や食害が多く被害面積、
金額とも増加する結果となった。新たな
被害箇所が明確になっているので、重
点箇所としてパトロールをさらに強化し
ながら防除と捕獲を総合的に取り組む。
〇ニホンジカ
　目撃があるが被害は出ていない状況
であるが、出没箇所を把握し情報共有し
被害に備える体制をづくりができた。
〇イノシシ
生息箇所、活動域などを調査することに
より、効果的なわなの設置による捕獲に
つながっているが、個体数が増加傾向
にあり、目標値を上回る被害になってい
るため、環境の整備や、箱わなを使った
捕獲の実施なども取り入れ取り組む。
〇ニホンザル
　群れの目撃情報が確認されている。
他地区の被害防除対策の取組事例を
収集し、出没時における防除体制を整
備する。
〇ハクビシン、タヌキ
　目撃情報や農作物被害が増加してい
る。箱わなによる捕獲による被害防除の
ほか、空き家対策など総合的な視点で
の被害防除対策を講ずる必要がある。
〇ノウサギ
小雪のためか、例年より被害が多くな
かったものの、果樹の生育に大きく影響
するため、引き続き防除対策を強化して
いく。
〇鳥類
　果樹被害が主であるが、果樹園地で
は捕獲や追払い活動域の制約や捕獲
従事者の減少が進み、十分な対策が講
じられなかった。捕獲従事者を確保する
とともに、鳥類の対策について広報等に
より住民理解の増進や地域ぐるみによ
る被害防除対策の推進に取り組む。

　被害金額、被害面積ともに目標を達成
できなかった。

　鳥獣交付金を活用し地域の実情に合
わせた取組をしている。被害金額を見る
とツキノワグマによる被害が急増してい
るが、令和６年度より新たにクマ複合対
策事業に取り込んでおり、今後放任果
樹の伐採や草刈り等、地域ぐるみでの
鳥獣被害対策が進んでいくことを期待す
る。また農業者へもクマに対する被害防
止対策について呼びかけや情報提供を
行うこと。
　さらに、侵入防止策について、新規整
備や維持管理についての研修を行い、
地域住民の理解を得ながら地域ぐるみ
の対策ができるようにすること。

（2）被害防除
　追い払い活動
　R3　カラス×2人
　R4　カラス×3人、ﾉｳｻｷﾞ×23人
　R5　イノシシ×15人、カラス×1人

朝日町鳥獣被害
防止対策協議会

（3）緊急捕獲（ｲﾉｼｼ）
　R3　成獣97頭、幼獣4頭
　R4　成獣69頭、幼獣6頭
　R5　成獣86頭、幼獣9頭

朝日町鳥獣被害
防止対策協議会

寒河江市鳥獣被
害防止対策協議
会

寒河江
市全域

令和３
年度～
令和５
年度

ツキノワグマ
ニホンザル
イノシシ
ハクビシン
ノウサギ
ムクドリ
ハシブトガラ
ス
ハシボソガラ
ス
スズメ
カワウ

（１）有害捕
獲

ツキノワグマ
電気柵の導入の促進や被害農家への
農作物残渣をの注意喚起を実施したこ
とで、被害額が大幅に減少した。
捕獲頭数が増加しているが被害が減少
しているため実施隊における捕獲活動
の成果が出ていると評価できる。

イノシシ
電気柵の導入の促進を実施した。電気
柵の被害抑制の効果が高く、電気柵を
設置した農家は被害がなくなったという
報告もあった。
捕獲頭数が増加傾向にある一方で、被
害は大幅に減少した。実施隊の捕獲活
動の成果が出ていると評価できる。

ノウサギ
被害面積が減っているが被害額は増え
ているため
被害が深刻化していると考えられるた
め、より一層農家への呼びかけを徹底し
ていく。

ハクビシン
電気柵の導入の促進を実施したため、
被害が抑制できたとかんがえられる。

鳥類
農家による対策が増えてきたこともあ
り、被害額は減少傾向にあることは評価
できる。



R1 R5 R5 R1 R5 R5

ニホンザル 123.2 110.9 99.2 195.1 0.96 0.86 0.11 850.0

ツキノワグマ 42 37.8 127.5 -2035.7 0.17 0.15 0.24 -350.0

ハクビシン 154.4 134 113.5 200.5 1.08 0.97 0.12 872.7

イノシシ 211.5 190.4 210.7 3.8 1.61 1.45 2.28 -418.7

カラス 67.8 61 73.8 -88.2 0.35 0.32 0.09 866.7

カルガモ - - - - - - - -

スズメ 56.1 50.5 6.6 883.9 0.21 0.19 0.01 1000.0

二ホンジカ - - - - - - - -

計 655 584.7 631.3 33.7 4.38 3.95 2.85 355.8

(1)有害捕獲 米沢市有害鳥獣
対策連絡協議会

R1 R5 R5 R1 R5 R5

ニホンザル 6,500 6,110 6967 -119.7 3.74 3.5 4.98 -516.7

ハクビシン 733 690 555 414.0 0.34 0.3 0.22 300.0

(2)被害防除 米沢市有害鳥獣
対策連絡協議会

ハシブトガラ
ス・ハシボソ

ガラス
440 410 31 1363.3 1 0.7 0.01 1825.0

イノシシ 3,356 3,150 1815 748.1 3.71 3.5 5.07 -647.6

ツキノワグマ 525 490 471 154.3 0.26 0.2 0.3 -66.7

ニホンジカ 0 0 20 - 0 0 0.02 -

カモシカ 152 140 2 1250.0 0.17 0.16 0.01 1600.0

(3)サル複合
対策

米沢市有害鳥獣
対策連絡協議会

タヌキ 145 140 38 2140.0 0.07 0.07 0.04 -

スズメ 0 0 0 - 0 0 0 -

(4)ICT等新
技術の活用

米沢市有害鳥獣
対策連絡協議会

アオサギ 32 10 0 145.5 0.03 0.01 0 150.0

カワウ 23,710 22,290 23710 0.0 0 0 0 -

(5)ICT等新
技術実証

(5)ICT等新技術実証
・野生鳥獣対策システムの新機能構築

米沢市有害鳥獣
対策連絡協議会

（5）野生鳥獣対策システム

　R4.3～
　R5.3～
　R6.3～

ヒヨドリ 93 10 0 112.0 0.04 0.01 0 133.3

(6)ジビエの
利用拡大に
向けた地域
の取組

(6)ジビエの利用拡大に向けた地域の取組
R3　ジビエの利活用に向けた試作の作成
R4　ジビエの普及啓発のためのレシピ集の開発

米沢市有害鳥獣
対策連絡協議会

合計 35,686 33,440 33,609 92.5 9.10 8.45 10.65 -238.5

(7)緊急捕獲
活動支援事
業

米沢市有害鳥獣
対策連絡協議会

(8)整備事業
（鳥獣被害防
止施設（新規
整備））

米沢市有害鳥獣
対策連絡協議会

(9)捕獲技術
高度化施設
整備

(9)捕獲技術高度化施設整備
・スキート放出機の導入
R3　スキート放出機　２式

米沢市有害鳥獣
対策連絡協議会

(9)捕獲技術高度化施設
整備
　R3.8～

（2）調査資材等
発信機
　R4.3～
　R4.8～
　R6.3～
受信機
　R3.9～
　R5.8～
センサーカメラ
　R4.3～
　R6.3～

（4）遠隔監視囲い罠及び
システム
　R3.9～
　R4.8～
　R5.7～

令和３
年度～
令和５
年度

米沢市米沢市有害鳥獣
対策連絡協議会

(1)有害捕獲
有害捕獲活動（委託）
　ニホンザル及びイノシシによる農作物被害が恒常的に確認されている地域
で、鳥獣被害対策実施隊員による加害個体の有害捕獲活動を実施し213頭捕
獲した。

（2）被害防除
　鳥獣被害対策実施隊員によるニホンザルの被害状況調査・テレメトリー調査、
追払い活動を実施した。これらの活動により、市内の詳細な被害状況の把握と
追払いによる防除に資することができた。また、活動中に適切に管理されていな
い電気柵の所有者に現地で指導を行うことで、
整備事業で導入した電気柵の効果的な運用を促進した。

ニホンザル生息調査（委託）
　ニホンザルの群れを管理し、効果的な対策を推進するために、生息頭数の調
査を実施した。調査結果は有害捕獲実施計画や被害防止計画などに反映させ
ることで、適切な対策手法や群れサイズごと効果的な管理法の検討に寄与し
た。

大型獣類出没原因調査（委託）
　ツキノワグマやイノシシの集落や市街地への出没が増加傾向にあったことか
ら、センサーカメラ解析による、出没原因や出没ルートの調査を実施した。調査
結果は地域や猟友会と共有し、環境整備や捕獲の場所の選定に利用した。ま
た、市街地に出没した際には、この調査結果をもとにクマの移動経路を推定し対
策の検討を行った。

（3）サル複合対策
　鳥獣被害対策実施隊員によるニホンザルの被害状況調査・テレメトリー調査、
追払い活動を実施した。これらの活動により、市内の詳細な被害状況の把握と
追払いによる防除に資することができた。また、活動中に適切に管理されていな
い電気柵の所有者に現地で指導を行うことで、
整備事業で導入した電気柵の効果的な運用を促進した。

(4)ICT等新技術の活用
　猟友会の負担軽減と効果的なイノシシの捕獲のため、遠隔監視システムを搭
載した囲いわなを導入した。令和元年度と令和５年度には捕獲に成功した。

(5)ICT等新技術実証
　ニホンザルの出没情報を管理し対策の立案・検証を行うシステムの新機能の
追加を行った。システムは市民へのニホンザルの出没情報の提供や群れの出
没状況の把握、地域ぐるみの対策の対策案の計画・立案に活用した。

（6）ジビエの利用拡大に向けた地域の取組
　本市は、福島第一原発の事故に伴う、ジビエの出荷制限区域のためジビエの
販売等はできない状況であるが、猟友会の捕獲意欲の向上と住民の消費意欲
向上、普及啓発を目的にレシピ開発を実施した。作成したレシピは猟友会員や
有害鳥獣事業関係者に配布し消費意欲向上に寄与した。

（7）緊急捕獲活動支援事業
　イノシシ、ツキノワグマ、ニホンジカについて春～秋にかけての罠による加害個
体の捕獲と、冬に銃による山中での生息密度低下を目的とした捕獲を実施し
た。罠による捕獲を実施した周辺においては、農作物被害の減少が報告されて
いる。

(8)整備事業（鳥獣被害防止施設（新規整備））
　中山間地域において、サル、クマ、シカ、イノシシによる稲や畑作物、果樹等へ
の被害が発生していたことから、被害農地を囲う形で侵入防止柵を設置した。令
和３年度以降約８３ｋｍの侵入防止柵を整備し、設置した農地において被害は
減少していると報告されている。

(9)捕獲技術高度化施設整備
　山形県猟友会米沢支部が運営する射撃場に放出機２式を導入した。本市の
有害捕獲活動を担う猟友会が安全かつ効果的な捕獲活動を実施することに寄
与しているとともに。会員の捕獲技術の向上にも寄与している。

ニホンザル
　本事業を活用し、パトロール活動や被
害状況の把握を強化した。電気柵を設
置し、環境整備や追払いを実施した地
域では、被害が減少しているものの、対
策が進んでいない地域での被害が拡大
し、被害額および被害面積は増加して
いる。

ニホンジカ、イノシシ
　電気柵の設置、わな・銃・大型囲いわ
なによる捕獲活動を実施した。
　電気柵については、設置した圃場では
被害が大幅に減少しており、効果が表
れている。捕獲については、春～秋につ
いてはわなを使用し、農地周りで加害個
体の捕獲を行った。冬は山中で銃を使
用した捕獲を行い生息密度の低下を
図った。被害状況調査や地域からの報
告によると出没数や目撃数は減少して
おり、捕獲の成果が表れている。ただ
し、近年、本市および近隣市町でCSF感
染個体の捕獲報告が増加しており、個
体数減少の要因の１つと考えれる。

ツキノワグマ
　電気柵による農地の防除、放任果樹
やエサの除去などの環境整備、加害個
体の捕獲を実施した。電気柵および環
境整備は本交付金を活用し、出没しにく
い環境整備に努めた。また、人身被害
の危険が免れない場合においては、罠
による有害捕獲を実施した。

鳥類・小動物
　電気柵での防除を推進した。鳥類は定
期的に安全な場所での銃による捕獲を
実施し、個体数の減少を図った。小動物
は各戸で捕獲を行った。

(1)有害捕獲
・有害捕獲活動（委託）
R3　ニホンザルの捕獲　76頭
R4　ニホンザルの捕獲　59頭
R5　ニホンザルの捕獲　78頭
・有害捕獲活動（委託）
R5　イノシシの捕獲　1頭
・実施隊による積雪期集中捕獲（イノシシ）
R3　437時間
・ニホンザル生息調査(委託)
R3　群れ頭数、群れ構成の調査　2群

ニホンザル
ハクビシン
ハシブトガラ
ス
ハシボソガラ
ス
イノシシ
ツキノワグマ
ニホンジカ
カモシカ
タヌキ
スズメ
アオサギ
カワウ
ヒヨドリ

(4)ICT等新技術の活用
・遠隔監視式囲いわなの導入
R3　囲い罠1基、システム1基
R4　システム1基
R5　囲い罠1基、システム1基

(7)緊急捕獲活動支援事業
R3　イノシシ（成獣)　55頭、　ニホンジカ　30頭
　　  ツキノワグマ　7頭
R4　イノシシ（成獣)　50頭、　イノシシ（幼獣)　10頭
　　　ニホンジカ　4頭、　ツキノワグマ　19頭
R5　イノシシ（成獣)　52頭、　イノシシ（幼獣)　19頭
　　　ニホンジカ　9頭、　ツキノワグマ　32頭

村山市有害鳥獣
対策協議会

村山市 令和３
年～令
和５年

ニホンザル
ツキノワグマ
ハクビシン
イノシシ
ハシブトガラ
ス
ハシボソガラ
ス
カルガモ
スズメ
二ホンジカ

(1)有害捕獲 1.平日捕獲活動
　R3　4h×155日
　R4  4h×132日
　R5　4h×133日
2.日曜捕獲活動
　R3　2h×104日
　R4  2h×148日
　R5　2h×127日
3.有害捕獲
　R3
　　　サル 44頭　イノシシ 36頭
       クマ  3頭　ハクビシン46頭
　R4
　　　サル 12頭　イノシシ 27頭
       クマ 10頭　ハクビシン38等
　R5
　　　サル 13頭　イノシシ 35頭
       クマ 15頭　ハクビシン46頭
4.有害捕獲活動
　R3　355h
　R4  374.7h
　R5　388.3
5.射撃講習会
　R3　10名
  R4　10名
　R5　 8名

 

１．平日捕獲活動（パトロール）
　　鳥獣被害対策実施隊員から６名選出し、５月～１１月まで土曜、日曜、祝祭
日を除く毎
　日４時間市内全域のパトロールを実施し、有害捕獲、住民とのコミュニケーショ
ン、追い
　払い活動、生態調査などを実施し、特に住民の鳥獣被害対策の意識の高揚に
貢献して
　いる。
２．日曜捕獲活動（パトロール）
　　鳥獣被害対策実施隊員全員が予定表に従い、市内８地域に分かれて、５月
～１０月ま
　での隔週の日曜日パトロールを実施しる。
　　平日パトロール以上のきめ細かな対応を実施している。
３．有害捕獲
　　イノシシ、サル、ハクビシンは捕獲許可の権限を村山市に委譲し、捕獲許可
期間を通
　年とすることで捕獲頭数が増加の傾向にある。
４．有害捕獲活動
　　主にツキノワグマの捕獲活動で、捕獲許可及び被害に素早く対応することに
より、これ
　まで人的被害は発生していない。
５．射撃講習会
　　鳥獣被害対策実施隊員のライフル談及びスラッグ弾の射撃技術の向上が図
られた。

ニホンザル
　従来は追い払い及び箱わなでの捕獲
に取り組電気たが、大型捕獲器導入以
来、捕獲頭数の増加に伴い被害も減少
している。

イノシシ
　冬期間の捕獲を実施しているが、生息
域の拡大及び個体数の増加のため被
害が拡大方向にある。

ツキノワグマ
　耕作放棄地の拡大に伴い、耕作地の
周囲が藪化し、農作物の被害もさること
ながら、人的被害が憂慮される状況で
ある。

ハクビシン
　空き家の増加に伴い、住宅地にも拡大
傾向にあり、家庭菜園等の被害が増加
している。

　被害金額は目標を達成できなかった
が、被害面積は目標を達成できた。

　鳥獣交付金を活用し捕獲活動や見回
りなどの鳥獣被害防止対策実施隊の活
動を行っている。被害金額や面積を見る
と、ニホンザルやハクビシンの被害は減
少しているものの、ツキノワグマによる
被害が増加している。引き続き実施隊の
活動を強化するとともに、農業者に対し
ての対策の呼び掛けや情報提供を行う
こと。

　被害金額は目標を達成できたが、被害
面積は目標を達成できなかった。
　獣種別では、被害金額や被害面積の
目標数値を達成できていない獣種もあ
るが、その年の環境や状況の変化もあ
るため、現時点での状況に合わせた被
害対策を検討する必要がある。
　最も効果的な鳥獣被害防止対策は捕
獲、侵入防止柵、放任果樹伐採等の集
落環境整備の組み合わせであり、国交
付金等を活用して有害捕獲や大規模侵
入防止柵の設置、被害防除の取組み等
推進するよう指導を行い、その過程で地
域内での合意形成が必要となる場合は
県として適切な支援を行っていく。
　ニホンザルについては米沢市山上地
区の地域ぐるみでの良事例もあることか
ら、対策を他地区と共有し、展開していく
ことが必要である。被害を及ぼした当該
個体群の捕獲と広域柵と小規模電気柵
設置を引き続き推進し、並行して圃場周
辺の誘引材（柿、クルミ、栗や廃棄農作
物等）除去のための地域ぐるみでの取
組みを県としても支援していく。

(8)整備事業（鳥獣被害防止施設（新規整備））
R3　16,086m(三沢地区、南原地区、万世地区、山上
地区、上長井地区)
R4　28,430m(三沢地区、上郷地区、南原地区、万世
地区、米沢西地区、上長井地区)
R5　17,920m(三沢地区、南原地区、上長井地区)"

(8)整備事業（鳥獣被害防
止施設（新規整備））
　R3.8～
　R4.8～
　R5.8～

(2)被害防除
・実施隊パトロール、車両借上、燃料費
R3　3,731.5時間
R4　3,757.5時間
R5　2595.5時間
・ニホンザル生息調査(委託)
R3　群れ頭数、群れ構成の調査　2群
R4　群れ頭数、群れ構成の調査　2群
R5　群れ頭数、群れ構成の調査　3群
・調査資材等の導入
R3　発信機5台、受信機2台、センサーカメラ4台
R4　発信機5台
R5　発信機5台、受信機資材3式
・研修会の開催
R3　2地区　　　　R4　1地区
・テレメトリー発信機の装着（委託）
R3　5頭　　　　　R4　5頭　　　　R5　5頭
・大型獣類出没原因調査（委託）

(3)サル複合対策
・実施隊パトロール
R3　669時間
R4　584.5時間
R5　772.5時間



南陽市鳥獣被害
防止対策協議会

南陽市 (１)有害捕獲 南陽市鳥獣被害
防止対策協議会

R1 R5 R5 R1 R5 R5

ニホンザル 97.5 92.6 1.1 1967.3 0.9 0.9 0.1 2025.0

イノシシ 331.0 314.5 208.8 740.6 10.0 9.5 2.3 1660.9

ツキノワグマ 174.0 165.3 239.8 -756.3 1.7 1.6 2.6 -1566.7

カラス 176.5 167.7 55.8 1371.6 2.6 2.5 0.6 1970.0

(2)生息環境
管理

（２）生息環境管理
・被害調査車両借用
R4:期間4ヶ月（8～11月）及び燃料

南陽市鳥獣被害
防止対策協議会

（２）生息環境管理
R4:R4.8.1～11.30

スズメ 319.8 303.8 70.2 1560.0 6.1 5.8 0.8 1709.7

(３)ICT等新
技術実証

南陽市鳥獣被害
防止対策協議会

ムクドリ 72.3 68.7 11.9 1677.8 2.0 1.9 0.1 2375.0

ハクビシン 285.0 270.8 108.1 1245.8 2.6 2.5 1.0 1142.9

(４)捕獲等活
動

南陽市鳥獣被害
防止対策協議会

タヌキ 25.0 23.8 7.8 1433.3 0.8 0.8 0.1 -

その他獣類 414.6 393.9 93.5 1551.2 5.9 5.6 0.6 1959.3

(５)侵入防止
柵整備

南陽市鳥獣被害
防止対策協議会

その他鳥類 133.4 126.7 172.9 -589.6 2.5 2.3 5.3 -1309.5

合計 2,029 1,928 970 1045.6 35 33 14 1289.2

①広域侵入
防止柵の設
置

R3：:7地区（安久津、塩森、滝ノ下、鼠持、馬頭、佐
沢、南佐沢）　計34,000m（電気柵、複合柵、WM柵）
(R2補正）
R4：4地区（泉岡、時沢野下、川野清水、南佐沢）計

町協議会、各地
区広域柵管理組
合

事業実施年度

R1 R５ R5 R1 R5 R5

ニホンザル 593.7 570 539 230.8 8.9 8.7 6.3 1300.0

ツキノワグマ 364.6 328.1 35.6 901.4 3.3 3 2 433.3

イノシシ 1663.7 1661 531 41951.9 35.1 32 15.1 645.2

ニホンジカ 0 0 4.5 - 0 0 0.1 -

ハクビシン 277.2 249.5 146 473.6 6.9 6.2 1.2 814.3

タヌキ 2.7 2.4 1.75 316.7 0.06 0.05 0.98 -9200.0

ﾊｼﾎﾞｿｶﾞﾗｽ
ﾊｼﾌﾞﾄｶﾞﾗｽ

372.6 350 120.4 1115.9 22.6 21 6.1 1031.3

スズメ 530 477 402.5 240.6 14.5 13 8.2 420.0

ヒヨドリ 56.2 50.5 24.8 550.9 3.4 3 1.4 500.0

ムクドリ 71.5 64.3 63 118.1 4.2 3.7 1.6 520.0

アオサギ 0 0 0 - 0 0 0 -

カワウ 0 0 0 - 0 0 0 -

合計 3932.2 3752.8 1868.55 1150.3 98.96 90.65 42.98 673.6

令和３
年度～
令和５
年度

ニホンザル
イノシシ
ツキノワグマ
ニホンジカ
ハシボソガラ
ス
ハシブトガラ
ス
スズメ
ムクドリ
サギ類
ハクビシン
タヌキ

（１）有害捕獲
・安全のための射撃講習会施設利用
　R3:計87人
　R4:計50人
　R5:計27人
・実施隊捕獲活動
　R3:延べ679時間
　R4:延べ400時間
　R5:延べ546時間
・被害防除研修会施設利用
　R3:15名参加
・狩猟者捕獲技術向上研修会
　R4:8名参加
・捕獲活動物品購入
　R3：箱わな1基、くくり罠24基、電気止め刺し1台
　R4:電気止め刺し4台、捕獲補助用鼻くくり6本
　R5:箱わな4基
・ICT機器研修会
　R5:1名参加

（１）有害捕獲

・捕獲活動物品購入
R3:R4.3.9～
R4:R5.3.24～
R5:R5.8.17～

（１）有害捕獲
・安全のための射撃講習会施設利用
　射撃講習会に参加することで、射撃技術の向上及び安全な捕獲活動を実施す
ることができた。
・実施隊捕獲活動
　農産物被害等が報告されている地域で、鳥獣被害対策実施隊による捕獲活
動を実施し、累計327頭捕獲した。
・被害防除研修会施設利用
　15名が参加し、鳥獣による被害対策の正しい知識や対処法を身に着ける機会
を設け、意識啓発につなげた。
・狩猟者捕獲技術向上研修会
　初心者や腕に自信のない狩猟者を対象に研修会を開催し、正しい捕獲の知識
や罠の使い方などを学び、狩猟者の捕獲率向上につなげた。
・捕獲活動物品購入
　捕獲わな及び止め刺し等物品の拡充により、効率的な捕獲活動を行った。
・ICT機器研修会
　最先端の機器やシステムの研修を受け、今後の鳥獣対策の方針や、狩猟者
減少に伴う機械導入による活動の省力化など、今後活動するうえでの参考と
なった。

（２）生息環境管理
・被害調査車両借用
　被害状況調査へ出動し、より確かな被害の確認をすることができた。

（３）ICT機器等新技術実証
・発信機、受信機の購入
　見回りや捕獲活動といった活動の省力化やカメラや捕獲機材を活用し、より効
率的な捕獲活動を実施した。

（４）捕獲等活動
・緊急捕獲活動
　実施隊員の活動によるイノシシ、クマ、サルの捕獲活動により合計327頭捕獲
した。

（５）侵入防止柵整備
・電気柵
　どちらも集落と山との境界にある地区であり、果樹類や水稲栽培が盛んで、イ
ノシシやクマといった野生動物による農作物被害が発生していたことから、みど
り環境税を用いた環境整備や県が主導する広域捕獲連携事業などの事業と連
携しつつ、緊急捕獲活動を活用し被害地域において捕獲活動を行った。併せ
て、侵入防止柵を被害が発生又は発生見込みのある園地に設置した。
捕獲には、罠やセンサーカメラ、捕獲機材を用いて捕獲することで効果的な捕獲
を実施することがで来た。
これらの取り組みにより、有害捕獲によるイノシシの年間捕獲頭数は、令和２年
度１６９頭だったところ、令和３年度は１９１頭と13％増、令和４年度は豚熱の影
響により８４頭と落ち込むも令和５年度は１７２頭と盛り返し安定した捕獲効率の
高さとなった。

ニホンザル、イノシシ
　本事業を活用し、侵入防止柵や環境
整備、捕獲といった対策の３本柱を行
い、被害防除に努めた結果、被害面積
および被害額は減少した。

ツキノワグマ
　本事業を活用し、各種対策を行い一定
の効果はでているものの、生息域の拡
大及び個体数の増加により被害面積お
よび被害額は増額した。特に電気柵が
未設置の農地において被害が増大して
おり、引き続き電気柵の設置の推進や
緩衝帯の整備など、捕獲と環境整備を
効果的に組み合わせた被害防除対策
の推進に取り組む。

鳥類
　カラスやスズメ、ムクドリといった主要
な鳥類の被害対策は効果的に行われて
おるが、それ以外の鳥類による被害が
増大している。
　背景には、捕獲従事者の減少や住民
理解が及ばず捕獲活動地域を縮小して
いる傾向がある。
　今後は、捕獲従事者を確保するととも
に、広報による住民理解の増進や地域
ぐるみによる被害防除対策の推進に取
り組む。

ハクビシン、タヌキ、その他獣類
　農村集落において小動物がねぐらとす
る空き家などが増え、生息域の拡大や
個体数増加につながっている一方で、
本事業における侵入防止柵や捕獲と
いった対策を行うことで被害は減少傾向
にある。引き続き、被害防除対策の推進
に取り組む。

　被害防止計画における被害金額や被
害面積の目標数値を達成できていない
獣種もあるが、その年の環境や状況の
変化もあるため、現時点での状況に合
わせた被害対策を検討する必要があ
る。
　最も効果的な鳥獣被害防止対策は捕
獲、侵入防止柵、放任果樹伐採等の集
落環境整備の組み合わせであり、国交
付金等を活用して有害捕獲や大規模侵
入防止柵の設置、被害防除の取組み等
推進するよう指導を行い、その過程で地
域内での合意形成が必要となる場合は
県として適切な支援を行っていく。
　数字に現れにくいイノシシによる畦畔
の掘り起こし被害については、小規模農
家でも電気柵の設置を進めており、地域
全体で被害防除の取組みを推進するよ
う指導していく。
　令和５年度に全国的に問題となったク
マによる被害について、県内では電気柵
を設置していない圃場へ侵入し、農作物
の味を覚え電気柵を設置している近隣
の圃場へも柵を突破して食害する事例
が発生しており、味を覚えた当該個体の
捕獲と地域挙げての電気柵設置が急務
であり、並行して圃場周辺の誘引材
（柿、クルミ、栗や廃棄農作物等）除去の
ための地域ぐるみでの取組みを県として
も支援していく。

（３）ICT等新技術実証
・発信機、受信機の購入
R3:発信機7基・受信機1基セット×10セット
R4:センサーカメラ×14台、自動捕獲システム機材
×4台

（３）ICT等新技術実証
・発信機・受信機の購入
R3:R3.9.29～
R4:R5.3.24～

（４）捕獲等活動
・緊急捕獲活動
イノシシ　R3:188頭、R4:45頭、R5:80頭
クマ       R3:8頭、 R4:5頭
サル      R4:1頭

（５）侵入防止柵整備
・電気柵
R3:金山地区　5700m
R4:金山地区　1500m
R5:松沢地区　1,000m

（５）電気柵
R3:R3.11.22～
R4:R4.8.24～
R5:R5.9.8～

高畠町有害鳥獣
対策協議会

高畠町
全域

令和元
年度～
令和５
年度

ニホンザル
ツキワグマ

イノシシ
ハシボソガラ

ス
ハシブトガラ

ス
スズメ

ムクドリ

（１）広域侵入防止柵の設置
電気柵の設置によって設置前に比べて、高畠町としてR3は被害割合が6.3％か
ら0.4％に減少、R4は18.1％から6.5％に減少した。

（２）緊急捕獲
農作物被害をもたらす可能性の高い個体を捕獲するため、緊急捕獲活動を行
い、R3～R5にかけてイノシシ274頭、ニホンザル156頭、ツキノワグマ17頭捕獲し
た。

（３）被害防除
農作物被害を防ぐため、実施隊による追い払い等のパトロールを実施した。

（４）有害捕獲
捕獲機材を装備し、捕獲体制の充実を図った。
鳥獣の埋没処分に係るリース費用を負担し、実施隊の負担軽減を図った。
実施隊の射撃技術向上のため、講習会を実施した。

ニホンザル
電気柵等の設置により被害の抑制に一
定程度の効果は出ており、被害金額被
害面積ともに減少した。
実施隊と連携した捕獲活動について
は、サルの集中捕獲活動や、被害防除
の見回り活動等を実施し、被害の低減
につながった。継続的に電気柵設置の
普及を推進していきながら、今後は捕獲
により個体数抑制も同時に取り組みを
進めていく。

ツキノワグマ
電気柵等の設置により被害抑制に一定
の効果が出ている。緊急捕獲活動を行
い、被害金額及び被害面積が減少し
た。

イノシシ
電気柵等の設置や、本事業の緊急捕獲
活動による捕獲頭数の増加によって、
被害を抑制できたため、被害金額及び
被害面積ともに減少した。他方、柵の設
置をしていない園地に被害が偏る状況
も見られ、侵入防止柵の適切な管理に
ついて指導していく必要がある。

二ホンジカ
近年町内で目撃されるようになった。被
害が増える前に被害防除体制を整備し
ていく。

ハクビシン、タヌキ
電気柵の設置などにより、被害金額及
び被害面積ともに減少した。空き家の増
加により、小動物の住処になっていると
考えられる。箱わなの活用や、電気柵
の設置強化など被害防除など対策する
必要がある。

鳥類
捕獲によって個体数抑制ができており、
被害金額及び被害面積ともに減少した。
一方、捕獲難易度が高く、捕獲従事者も
減少しているため、後継者の育成にも取
り組んでいく。

②緊急捕獲

R3~R5　実施隊による捕獲
【イノシシ】R3：129頭、R4：40頭、R5：105頭
【ニホンザル】R3：53頭、R4：61頭、R5：42頭
【ツキワグマ】R3:4頭、R4:8頭、R５：5頭 町協議会、実施

隊
事業実施年度

③被害防除

④有害捕獲

　被害金額、被害面積ともに目標を達成
できた。
　獣種別では、被害防止計画における
被害金額や被害面積の目標数値を達成
できていない獣種もあるが、その年の環
境や状況の変化もあるため、現時点で
の状況に合わせた被害対策を検討する
必要がある。
　最も効果的な鳥獣被害防止対策は捕
獲、侵入防止柵、放任果樹伐採等の集
落環境整備の組み合わせであり、国交
付金等を活用して有害捕獲や大規模侵
入防止柵の管理、被害防除の取組み等
推進するよう指導を行い、その過程で地
域内での合意形成が必要となる場合は
県として適切な支援を行っていく。
　ニホンザルについては、令和５年度に
高畠町二井宿地区で地域ぐるみで行う
鳥獣被害対策支援事業として、山林と果
樹園の間に位置する放任果樹（柿）の伐
採を実施。ニホンザルが姿を隠せる道
路脇の窪みも減らすことで、山林から降
りてくるサルが圃場へ向かいにくくする
緩衝帯整備を行った。この集落環境整
備を一過性のものとせず、地区内のみ
ならず町内全域に持続的に展開していく
ことが必要である。また、山際に設置し
た広域複合柵についても一定の効果を
確認したが、設置から日数が経ち地際
に鳥獣による掘り起こし跡等も見受けら
れたため、定期的なメンテナンスを行う
必要がある。
　農作物被害を及ぼした個体群の捕獲
と広域柵管理、電気柵の適切な設置を
引き続き推進し、並行して圃場周辺の誘
引材（柿、クルミ、栗や廃棄農作物等）除
去のための地域ぐるみでの取組みを県
としても引き続き支援していく。

実施隊が中心となった捕獲活動
R3：講習会（教習射撃）
2,150×40名＝86,000円
・埋設処分に係る重機リース料
33,000円×1.1×3回＝108,900円
・センサーカメラ購入　25,000（税込）×1個＝25,000
円
・箱罠　63,950円（税込）×6基＝383,700円
R4：講習会（教習射撃）
2,150×40名＝86,000円
・埋設処分に係る重機リース料
33,000円×1.1×3回＝108,900円
・センサーカメラ購入　25,000（税込）×1個＝25,000
円
・箱罠　63,950円（税込）×6基＝383,700円
R5：講習会（教習射撃）
　2,500円×19人＝47,500円
　2,000円×29人＝58,000円
　計105,500円
・埋設処分に係る重機リース料等
　82,500円×1回＝82,500円
　4,400円×6時間＝26,400円
　計108,900円

町協議会、実施
隊

事業実施年度

事業実施年度町協議会、実施
隊

R3~R5　実施隊による追い払い及び実施調査（6月
から11月）
R3：見回り865.5時間、R4：見回り1,041時間、R5:見
回り879.5時間



⑴有害捕獲 尾花沢市鳥獣被
害防止対策協議
会

H30 R4 R5 H30 R4 R5

ニホンザル 98.7 88.7 0 987.0 0.1 0.09 0 1000.0

⑵被害防除 ⑵追い払い活動　18人 尾花沢市鳥獣被
害防止対策協議
会

ツキノワグマ 28 22.4 98.6 -1260.7 0.03 0.027 0.47 -14666.7

イノシシ 4.3 3.9 11.1 -1700.0 0.003 0.0027 0.12 -39000.0

ニホンジカ - - - - - - - -

ハクビシン - - - - - - - -

カワウ 210 100 - - - - - -

サギ類 60 30 - - - - - -

カラス - - 1.7 - - - 0.028 -

合計 401 245 111.4 185.6 0.133 0.1197 0.618 -3646.6

x

（１）有害捕
獲

新庄市鳥獣被害
防止対策協議会

H30 R4 R5 H30 R4 R5

ツキノワグマ 0 0 0 - 0 0 0 -

イノシシ 20 10 0 200.0 0.05 0.02 0 166.7

ニホンジカ 0 0 0 - 0 0 0 -

ニホンザル 0 0 0 - 0 0 0 -

ハクビシン - - - - - - - -

合計 20 10 0 200.0 0.05 0.02 0 166.7

（２）被害防
除

（２）被害防除
〇被害防除に係る追い払い活動等の日数
・Ｒ２：３０日
・Ｒ３：１５日

新庄市鳥獣被害
防止対策協議会

（１）有害捕獲
〇捕獲わなの購入
・Ｒ２：箱わな２基
　　 Ｒ２.７～

・Ｒ５：箱わな２基
　　  Ｒ６.３～
　　　くくりわな１０基
　　　Ｒ５.６～
　　　定点カメラ１０基
　　　Ｒ５.９～

【再評価】
新庄市鳥獣被害
防止対策協議会

新庄市 令和２
～令和
５年度

（再評
価）
令和５
年度

ツキノワグマ
イノシシ
ニホンジカ
ニホンザル
ハクビシン

（１）ツキノワグマ
本事業を活用し、箱わなの導入やパト
ロール活動を強化。地域における個体
数の増加に伴い、被害・目撃件数は増
加傾向であるが、農作物被害及び人的
被害防止のための有害捕獲が適切に
行われている。
（２）イノシシ
本事業の活用による捕獲頭数の増加に
より一定の効果は図られている。しか
し、個体数の急激な増加に対応しきれて
いない現状。農作物被害については、
田の畦畔掘り起こしやそば圃場の荒ら
し、稲刈り前の田への侵入等、多くの被
害が出ている。今後、更なる個体数の
増加に対応できるよう、電気柵等の整備
事業やICT技術を利用した捕獲体制の
完備を検討していく必要がある。
（３）ニホンジカ
目撃報告はあるが、中山間部での報告
のみでありR４の捕獲は稀なもの。対応
方針として、農作物被害及び人的被害
の可能性は現在のところ少ないと思わ
れるため早急な対応は行わないが、個
体数の増加及び中山間部以外の区域
での目撃等の状況に応じ、対応を検討
していかなければならない。
（４）ニホンザル
これまでの目撃件数は僅かであり早急
な対応は必要なかったが、R４年から被
害・目撃件数が徐々に増加し始め、現
在（R５）については、一部集落にて群れ
が行動しており、個体数は急激に増加し
ていくと考えられる。早急な対応を検討
する必要がある。
（５）ハクビシン
主に市街地の家庭菜園への被害が報
告されている。適切なわなの設置・処分
方法等を周知させ、自助が主とはなって
しまうが、対応を継続させていく。

【再評価】
尾花沢市鳥獣被
害防止対策協議
会

尾花沢
市

令和3
年～令
和7年

ニホンザル
ツキノワグマ
イノシシ
ニホンジカ
ハクビシン
カワウ
サギ類
カラス

　被害金額、被害面積ともに目標を達成
できた。
　被害防止計画チェックリストについて、
生息環境管理及び地域対策についての
チェックが少なくなっており、改善する必
要がある。
しかし、交付金を活用し計画的にわなを
整備し、また定点カメラを導入し効率的
な捕獲に役立てるなど有害捕獲、被害
防除に取り組み、令和５年度については
被害が皆減した。
　今後は地域住民も含めての対策が必
要であり、被害防除、生息環境管理につ
いて、農業者でない地域住民への周知
を含めて実施できるよう支援を行ってい
く。

（１）有害捕獲
〇捕獲わなの購入
・Ｒ２：箱わな２基
・Ｒ３：導入なし
・Ｒ４：導入なし
・Ｒ５：箱わな２基
　　　：くくりわな１０基
○捕獲に係る機材の導入
・Ｒ５：定点カメラ１０基
〇有害捕獲に係るパトロール等の日数
・Ｒ２：１１５日
・Ｒ３：１５７日
・Ｒ４：１１８日
・Ｒ５：２１９日
〇安全技術射撃講習会等への参加
・Ｒ２：３６名
・Ｒ３：３８名
・Ｒ４：３７名
・Ｒ５：６１名
〇捕獲頭数
・Ｒ２：イノシシ　　　　３頭
・Ｒ３：イノシシ　　　１１頭
・Ｒ４：ツキノワグマ　２頭
　　  ：イノシシ　　　　４頭
　　  ：ニホンジカ　　 １頭
　　  ：ハクビシン     ４頭
・Ｒ５：ツキノワグマ　７頭
　　　：ハクビシン　　１頭

（１）有害捕獲
〇捕獲わなの購入
捕獲わなの拡充により、増加する目撃・被害件数に応じたわな設置が適切に行
われ、R１→イノシシ２頭、R３→イノシシ１１頭と有害捕獲頭数が増加した。

〇有害捕獲に係るパトロール等の日数、捕獲頭数
農畜産物被害及び人的被害が想定される地域において、鳥獣被害対策実施隊
による有害捕獲活動を実施。
左記の「捕獲頭数」に記した有害捕獲が行われた。また、人的被害の発生もな
し。

〇安全技術向上射撃講習会等への参加
有害捕獲活動における銃の取扱い、心構え等について、講習会に参加する実
施隊員で意識を共有し、事故防止に務めた。
また、自身の射撃技術向上にも繋がり、有害捕獲活動へと活かされた。

（２）被害防除
〇被害防除に係る追い払い活動等の日数
農畜産物被害及び人的被害が想定される地域において、被害を未然に防ぐた
め、追い払い活動を実施。
有害鳥獣の目撃報告があった地域等において追い払い活動を行うことにより、
被害が防がれた。

⑴捕獲わなの購入　くくりわな40基
　有害捕獲　466人
　安全講習会

有害捕獲の実施により
クマ31頭、イノシシ3頭、カラス5羽を捕獲した。

ツキノワグマ
　農地パトロールを行い被害防止に努
めたが、令和5年度は前年度よりクマの
目撃や被害が多く報告されたため被害
面積や被害額が大きい報告が多かった
ため達成率が大幅に低下した。今後も
猟友会との協力を図り被害防止に取り
組んでいきたい。

イノシシ
　捕獲等を行い被害防止に努めたが作
物への被害は減少したが、田や畦畔の
掘り起こしの被害が多く報告された。今
後も猟友会との連携を図り被害防止に
努めたい。

ニホンジカ
　ニホンジカについては被害が報告され
ていないため今年度は対策は行ってい
ない。
ハクビシン
　今年度はハクビシンによる被害は報告
されていないため対策は行っていない。

カワウ・サギ類
　カワウ・サギ類については養魚場での
被害が報告されている。
電気柵等では対策ができないため、有
害捕獲許可を発行する事で被害防止に
努めており
それにより、被害を軽減できている。
今後も継続して行っていきたい。

カラス
　今年度は夏季のスイカへの被害が多
く報告されている。
カラスに対してかかしやテグスなどで対
策を行っていたものの、被害が発生して
しまった。
有害捕獲を行い被害軽減に努めた。

　被害金額は目標を達成できたが、被害
面積は目標を達成できなかった。

　鳥獣交付金を活用しわな購入等、鳥獣
被害防止対策を行っている。被害を見る
とツキノワグマによる被害が図犯してい
る。引き続き鳥獣被害防止対策実施隊
の活用強化をするとともに、農業者へは
クマへの警戒と対策について意識啓発
を行うこと。
　また、今後は農業者の狩猟免許取得
の推進や県が実施する人材育成研修へ
の参加を呼び掛けるなど、地域の人材
育成の取組を行うこと。



（１）有害捕
獲

鮭川村鳥獣被害
防止対策協議会

R1 R4 R5 R1 R4 R5

ツキノワグマ 11 0 0 100.0 0.01 0 0 100.0

ハシブトガラ
ス

ハシボソガラ
ス

不明

令和2年度
に被害状況
調査のうえ

半減（0）

40 - 不明

令和2年度
に被害状況
調査のうえ

半減（0）

0.01 -

カワウ 不明

令和2年度
に被害状況
調査のうえ

半減（0）

0 - 不明

令和2年度
に被害状況
調査のうえ

半減（0）

0 -

カワアイサ 不明

令和2年度
に被害状況
調査のうえ

半減（0）

0 - 不明

令和2年度
に被害状況
調査のうえ

半減（0）

0 -

（２）被害防
除

鮭川村鳥獣被害
防止対策協議会

タヌキ 不明

令和2年度
に被害状況
調査のうえ

半減（0）

0 - 不明

令和2年度
に被害状況
調査のうえ

半減（0）

0 -

ハクビシン 不明

令和2年度
に被害状況
調査のうえ

半減（0）

0 - 不明

令和2年度
に被害状況
調査のうえ

半減（0）

0 -

ニホンザル 0 0 0 - 0 0 0 -

イノシシ 0 0 0 - 0 0 0 -

ニホンジカ 0 0 0 - 0 0 0 -

ノウサギ 不明

令和3年度
に被害状況
調査のうえ

半減（0）

0 - 不明

令和3年度
に被害状況
調査のうえ

半減（0）

0 -

合計 11 0 40 -263.6 0.01 0 0.01 0.0

（1）有害捕獲 飯豊町鳥獣被害
対策協議会

H30 R4 R5 H30 R4 R5

ニホンザル 83.4 66.7 0 499.4 0.08 0.064 0 500.0

ツキノワグマ 55.5 44.4 6.9 437.8 0.07 0.056 2 -13785.7

（2）被害防除 飯豊町鳥獣被害
対策協議会

カワウ 0 0.0 0 - 0 0 0 -

サギ類 0 0.0 0 - 0 0 0 -

イノシシ 3.4 2.7 18.8 -2200.0 0.03 0.024 0.0169 218.3

（3）捕獲等活
動

飯豊町鳥獣被害
対策協議会

ニホンジカ 0 0.0 0 - 0 0 0 -

タヌキ 1 0.8 0 500.0 0.04 0.032 0 500.0

（4）侵入防止
柵整備

飯豊町鳥獣被害
対策協議会

ハクビシン 0 0.0 0 - 0 0 0 -

カラス 0 0.0 0 - 0 0 0 -

合計 143.3 114.6 25.7 409.8 0.22 0.176 2.0169 -4083.9

令和２
～令和
５年度

ツキノワグ
マ、ハシブトガ
ラス、ハシボ
ソガラス、タヌ
キ、ハクビシ
ン、イノシシ、
ニホンザル、
ニホンジカ、カ
ワウ、カワア
イサ、ノウサ

ギ

【再評価】
飯豊町鳥獣被害
対策協議会

飯豊町 令和
３年度
　～
令和
５年度

ニホンザル
ツキノワグマ
カワウ
サギ類
イノシシ
ニホンジカ
タヌキ
ハクビシン
カラス

（1）捕獲わなの拡充により、3頭捕獲した。

（2）地域住民による追払い活動、有資格者による捕獲活動を実施することによ
り、農作物被害を軽減することができた。
　　・くくり罠捕獲講習会
　　　猟具の使用に係る知識に精通している講師を招き、鳥獣被害対策に係る
正しい知識を身につける機会を設け、意識啓発に繋げた。

（3）鳥獣被害対策実施隊によるイノシシ捕獲活動により９頭捕獲した。

（4）緊急捕獲活動支援事業を活用し猟友会が有害捕獲を行うとともに、広域電
気柵を設置。進入路となる河川や道路にくくり罠及び箱ワナを設置。これらの取
組により、広域電気柵設置圃場における、被害量は100％減少となった。

国の鳥獣被害防止総合対策交付金を
活用した対策により、計画作成時に比
べ被害を軽減することができた。その中
でもこれまで農作物被害が多かった地
域は、住民主体の追払い活動や、電気
柵の普及などにより、被害が激減してい
る。しかし、電気柵が張られていない圃
場が集中的に狙われ、おそらく餌を求め
て移動したのか、対策が進んでいない
別地域で特にイノシシの被害が拡大し
ている。イノシシについては、野菜などを
栽培している畑、転作田だけでなく、稲
を栽培する田んぼにも侵入し荒らしてい
く。田んぼすべてを電気柵で囲うには莫
大な費用がかかり農業者への負担も大
きく、対策は難しいものとなっている。ツ
キノワグマについては、令和５年度の目
撃件数が令和４年度に比べ激増してお
り、子実用とうもろこし等の被害が拡大
した。しかし、捕獲件数は、令和４年比プ
ラス18頭となっており、状況に合わせ有
害捕獲を実施したものである。年ごとに
頭数等の変化があるため、今後も状況
に応じ対応を行う。
今後も、被害対策が進んでいない対策
必須地域での電気柵の普及や、追払い
活動を推進し、被害を最小限に抑える。
また、全国的にも被害が急速に拡大す
るイノシシについては、「くくりわな」等捕
獲機材を導入して、捕獲活動を行ってい
く。

　被害金額は目標を達成できたが、被害
面積は目標を達成できなかった。
　獣種別では、被害金額や被害面積の
目標数値を達成できていない獣種もあ
るが、その年の環境や状況の変化もあ
るため、現時点での状況に合わせた被
害対策を検討する必要がある。
　最も効果的な鳥獣被害防止対策は捕
獲、侵入防止柵、放任果樹伐採等の集
落環境整備の組み合わせであり、国交
付金等を活用して有害捕獲や大規模侵
入防止柵の設置、被害防除の取組み等
推進するよう指導を行い、その過程で地
域内での合意形成が必要となる場合は
県として適切な支援を行っていく。
　数字に現れにくいイノシシによる畦畔
の掘り起こし被害については、小規模農
家でも電気柵の設置を進めており、集落
環境整備として、柿、クルミ、栗の木の伐
採や廃棄農作物等除去のための声掛け
等、農家、非農家問わず地域ぐるみでの
取組みを県としても支援していく。

（4）電気柵
　R３
　・中津川（川内戸）地区4,628ｍ
　・高峰（中通）地区3,730m
　R４
　・中津川（高造路）地区1,450m
　R５
　・小白川（中郷）地区3,800m

（4）電気柵
　中津川（川内戸）地区
　R３.９.５
　高峰（中通）地区
　R３.９.14
　中津川（高造路）地区
　R４.10.17
　小白川（中郷）地区
　R５.11.27

（1）有害捕獲
・イノシシ捕獲罠
R３：くくり罠１　15本
　　　R４.３.25
　　 くくり罠２　15本
　　　R４.３.25

【再評価】
鮭川村鳥獣被害
防止対策協議会

鮭川村 ○ツキノワグマ
　本事業を活用し、被害調査やパトロー
ル活動を強化したほか、センサーカメラ
の導入による被害防除に努めた結果、
個体数は増加傾向にあるものの、被害
額及び被害面積は皆減した。今後も箱
わなによる捕獲、銃器等による追い払
い等を継続して行っていく。
○鳥類
　農地の適正管理を行いながら、追い
払いによる農作物被害の防止を図り、
広報による住民理解の増進や地域ぐる
みによる被害防止対策を推進している
が、追い払いの効果が薄く、令和５年度
は農作物の被害が出てしまった。今後
は侵入防止対策や捕獲を実施し個体数
の減少と被害金額及び被害面積の減少
に努めていく。
○カワウ、カワアイサ
　最上川流域において、漁業被害の報
告がある。近年個体数が増加している
ため、他市町村の被害防除対策の取組
事例を収集し、出没時における防除体
制を整備する。
○タヌキ、ハクビシン
　目撃情報や農作物被害が報告されて
いる。農村集落において小動物がねぐ
らとする空き家などの増加が、生息域の
拡大や個体数の増加につながってい
る。箱わなによる捕獲や電気柵の設置
による被害防除のほか、空き家対策な
ど総合的な視点での被害防除対策を講
ずる必要がある。
○ニホンザル
　農作物被害の被害報告はないが、目
撃情報がある。他市町村の被害防除対
策の取組事例を収集し、出没時におけ
る防除体制を整備する。
○イノシシ、ニホンジカ
　農作物被害の被害報告はないが、目
撃情報がある。他市町村の被害防除対
策の取組事例を収集し、出没時におけ
る防除体制を整備する。

　被害金額、被害面積ともに目標を達成
できなかった。
　被害防止計画チェックリストのチェック
が生息環境管理及び地域対策について
が未チェックとなっており、改善する必要
がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し
かし、交付金を活用しセンサーカメラを
導入し効率的な捕獲に役立てるなど有
害捕獲、被害防除に取り組み、ツキノワ
グマの被害は減少した。　しかし、生息
環境管理が未実施であり、総合的な対
策が不十分である。
また、令和５年度については、これまで
被害報告が少ないカラスによる農作物
被害が発生しており、農業者のみならず
地域住民も含めての対策が必要であ
り、被害状況や被害防除、生息環境管
理についての周知を含めて実施できる
よう支援を行っていく。

 ⑴センサーカメラの導入により、出没場所や生息域、移動ルート等を、これまで
以上に正確に把握し罠を設置することができたため、より効率的な捕獲を行え
た。

実施隊パトロール
　農畜産物及び人身被害等が確認されている地域で、鳥獣被害対策実施隊に
よる有害捕獲活動を実施し、ツキノワグマ18頭、その他鳥獣2頭、その他鳥類48
羽を捕獲した。
　（令和２年度：ツキノワグマ５頭、その他獣類２頭、その他鳥類３羽、令和３年
度：ツキノワグマ３頭、その他鳥類45羽、令和４年度：ツキノワグマ５頭、令和５
年度：ツキノワグマ５頭）

鳥獣被害対策射撃講習会
　鳥獣被害対策実施隊による止めさしで使用するスラッグ弾を用いた技能講習
会を実施し、銃の安全な取扱いの確認を含め、鳥獣被害対策に努めてもらっ
た。"

（２）鳥獣被害対策研修会（セミナー）
　鳥獣の生態や地域ぐるみの被害防除、猟具の使用に係る知識に精通している
講師等を招聘して、鳥獣被害対策に係る正しい知識を身につける機会を設け、
意識啓発に繋げた。"

100%（１）捕獲活動
 R2　694時間
 R3　610時間
 R4　589時間
 R5　954時間

鳥獣被害対策射撃講習会
R2  1回  9名
R3  1回  7名
R4  1回  8名
R5  2回  7名

センサーカメラ購入
R4 2台
R5 2台

（２）研修会旅費
R2　1回　4名
R3　2回　4名
R5　1回　6名

センサーカメラ
R4.11.10～
R5.11.28～

（1）有害捕獲
・捕獲活動実施隊賃金
　R３：968時間
　R４：1,080.6時間
　R５：765.2時間
・イノシシ捕獲罠
　R３：くくり罠１　15本
　　　  くくり罠２　15本

（2）被害防除
・追払活動実施隊賃金
　R３：36時間
　R４：168時間
  R５：93.68時間
・くくり罠捕獲講習会
　R３：参加者　10名

（3）緊急捕獲活動
　R３：イノシシ７頭
　R４：イノシシ０頭
　R５：イノシシ２頭



人材育成活
動

- - -

- - - - - - - - -

新技術実証・
普及活動

＜最新技術の活用による鳥獣被害対策及び生息状
況調査実証＞
別添２のとおり

広域捕獲活
動支援事業

注１：被害金額及び被害面積の目標欄については対象鳥獣及び目標値を記し、これに合わせて他の欄も記載する。
 　２：都道府県が事業実施主体となる鳥獣被害防止都道府県活動支援事業を実施した場合、その事業内容等も記載すること。
　 ３：事業効果は記載例を参考とし、獣種等ごとに事業実施前と事業実施後の定量的な比較ができるよう時間軸を明確に記載の上、その効果を詳細に記載すること。整備事業を行った場合、捕獲効率の向上にどのように寄与したかも必ず記載すること。

 　 ４：「事業実施主体の評価」の欄には、その効果に対する考察や経営状況も詳細に記載すること。　　　

５　都道府県による総合的評価

山形県 県内全
域

令和４
年度

ニホンザル
ツキノワグマ
イノシシ
ハクビシン

＜鳥獣被害対策指導者養成研修＞
別添１のとおり

＜地域ぐるみで行う鳥獣被害対策支援事業＞
別添２のとおり

＜最新技術の活用による鳥獣被害対策及び生息状況調査実証＞
 実施地区を県内３か所に設定し、ドローン技術（AI技術による画像診断、赤外
線カメラによる生息状況調査）を活用し、集落環境点検及び生息状況調査、AIに
よる獣種判別活用した捕獲活動検証の他、地域住民が主体となって対策を考え
る研修会を開催した。２月の成果報告会で他地域に事業内容を普及した。

＜鳥獣被害対策指導者養成研修＞
　県内全域からの受講があり、地域にお
ける指導者の養成に資することができ
た。今回、研修の対象とする獣類を拡充
し、実技講習に関しても対象とする対策
を拡充したことから、参加者はより幅広
い知識・対策について理解を深めること
ができた。

＜地域ぐるみで行う鳥獣被害対策支援
事業＞
　令和５年度はモデル地区を６地区にて
取り組みを行い、広く普及することがで
きた。また、成果報告会で他地域に成功
事例を普及した。

＜鳥獣被害対策指導者養成研修＞
　市町村担当者、県関係者、市町村鳥獣被害対策実施隊員、農業者団体担当
者等を対象に、被害対策の座学講習を実施（延べ 174人）と電気柵設置の指導
方法についての実技研修（延べ 40人）を実施した。

＜地域ぐるみで行う鳥獣被害対策支援事業＞
 モデル地区を県内２か所に設定し、地域ごとに異なる被害対策の悩みに対応し
た研修を実施した。専門のアドバイザーを派遣して、地域をフィールドとして、集
落環境点検から侵入防止柵の設置に至るまで、総合的な対策を行った。知識の
実践として、鳥獣被害対策指導者養成研修の受講生も活動に参加した。住民が
主体となった鳥獣被害防止対策の成功事例を作り、２月の成果報告会で他地域
に事業内容を普及した。

＜広域捕獲活動支援事業＞
　置賜地域を実施地域として、令和５年11月から令
和６年１月までの期間で、イノシシの広域捕獲活動
を実施。捕獲従事者数334名。

＜広域捕獲活動支援事業＞
　イノシシの生息が拡大傾向にある置賜地域で、これまで捕獲が進んでいな
かった市町村境界付近の林野部を含むエリアにおいて、イノシシの捕獲活動を
行い96頭を捕獲した。

＜広域捕獲活動支援事業＞
　実施地域において、有害捕獲や狩猟
による捕獲とは別に96頭を捕獲できたこ
とから、イノシシに対する捕獲圧の増強
が果たせた。これにより、地域における
生息拡大・被害発生の抑制・予防に繋
がった。

＜最新技術の活用による鳥獣被害対策
及び生息状況調査実証＞
 実施地区を県内３か所で取り込みを行
い、成果報告会で他地域に事業内容を
普及した。

　今回評価対象となった９市町のうち、金額又は面積で目標を達成できたのは７市町であった。目標を達成できなかった市町について、主たる要因としては生息数及び範囲を拡大するツキノワグマ被害によるもので、特に柵設置などの対策がなされていない地区での被害が目立ったことから、広範囲の侵入防止柵の設置などの被害防除対策を中心に生息
環境管理や捕獲対策を組み合わせた、総合的な対策の優れた取組みの普及・推進について各市町へ呼びかけていく。

　 ５：鳥獣被害防止施設の整備を行った場合、侵入防止柵設置後のほ場ごとの鳥獣被害の状況、侵入防止柵の設置及び維持管理の状況について、地区名、侵入防止柵の種類・設置距離、事業費、国費、被害金額、被害面積、被害量、被害が生じた場合の要因と対応策、設置に
　　係る指導内容、維持管理方法、維持管理状況、都道府県における点検・指導状況等を様式に具体的に記載し、添付すること。



別記様式第８号関係様式

鳥獣被害防止施設等設置後の被害状況等について

被害金額（円）

被害面積（ｍ
２
）

被害量（ｋｇ）

山形市有害鳥獣被害
防止対策協議会

山形市 高瀬地区（上東山） 令和4年3月3日
ワイヤーメッシュ柵
3.2km

4,380,365 4,380,365 設置後は被害なし -
メーカーによる設置方
法の講習会を開催

地元振興会で維持管理
を実施（点検・見回り）

地元より管理記録簿を
提出してもらう

山形市有害鳥獣被害
防止対策協議会

山形市 楯山地区（風間） 令和4年3月3日
ワイヤーメッシュ柵
5.4km

7,661,892 7,661,892 設置後は被害なし -
メーカーによる設置方
法の講習会を開催

地元振興会で維持管理
を実施（点検・見回り）

地元より管理記録簿を
提出してもらう

山形市有害鳥獣被害
防止対策協議会

山形市 高瀬地区（休石） 令和4年11月19日
ワイヤーメッシュ柵
2.3km

3,500,057 3,263,700 設置後は被害なし -
メーカーによる設置方
法の講習会を開催

地元振興会で維持管理
を実施（点検・見回り）

地元より管理記録簿を
提出してもらう

山形市有害鳥獣被害
防止対策協議会

山形市 山寺地区 令和5年11月30日
ワイヤーメッシュ柵（一
部電気柵の複合柵）
11.5km

19,800,000 1,980,000 設置後は被害なし -
メーカーによる設置方
法の講習会を開催

地元振興会で維持管理
を実施（点検・見回り）

地元より管理記録簿を
提出してもらう

上山市鳥獣害防止対
策協議会

上山市 東地区 令和1年12月10日
複合柵（WM柵＋電気
柵）
2700ｍ

3,308,040 3,308,040
817,800円

798㎡
2,127ｋｇ

侵入防止柵の反対側
の山からの侵入がある
ため捕獲等で対応

侵入防止柵設置の際に
納入業者からの設置指
導を実施

東地区において草刈や
見回り等を行っている

適正に管理されており、
大きな故障等は見られ
ない状態

上山市鳥獣害防止対
策協議会

上山市 松沢地区 令和3年3月17日
WM柵
4,281m

3,321,389 2,280,000 設置後は被害なし -
侵入防止柵設置の際に
納入業者からの設置指
導を実施

受益農家において草刈
や見回り等を行ってい
る

適正に管理されており、
大きな故障等は見られ
ない状態

上山市鳥獣害防止対
策協議会

上山市 権現堂地区 令和3年9月15日
電気柵
3,054m 914,343 914,343 設置後は被害なし -

侵入防止柵設置の際に
納入業者からの設置指
導を実施

地区において草刈や見
回り等を行っている

適正に管理されており、
大きな故障等は見られ
ない状態

上山市鳥獣害防止対
策協議会

上山市 小倉地区 令和3年10月11日
電気柵
16,021m 3,485,403 3,485,403 設置後は被害なし -

侵入防止柵設置の際に
納入業者からの設置指
導を実施

地区において草刈や見
回り等を行っている

適正に管理されており、
大きな故障等は見られ
ない状態

上山市鳥獣害防止対
策協議会

上山市 細谷地区、阿弥陀地地区令和4年12月21日
複合柵（WM柵＋電気
柵）
2,500m

4,422,905 4,314,000 設置後は被害なし -
侵入防止柵設置の際に
納入業者からの設置指
導を実施

地区において草刈や見
回り等を行っている

適正に管理されており、
大きな故障等は見られ
ない状態

寒河江市鳥獣被害防
止対策協議会

寒河江市
幸生地区、中郷①地
区、中郷②地区

令和3年11月29日
電気柵（２段）
Ｌ＝3,000m

940,500 940,500 設置後は被害なし -

設置時に資料を配付
し、設置工事及び今
後の管理について指
導を行っている。

維持管理規定等に準
じ適切に維持管理がな
されているか、年数回
程度点検や指導を実
施。

地区住民による緩衝
帯及び電気柵周辺の
草刈りを実施

【再評価】
飯豊町鳥獣被害対策
協議会

飯豊町 中津川（川内戸） R3.9.5
電気柵（3段）
L=4,628m

1,053,932 1,053,932 設置後は被害なし -

設置時に資料を配付
し、設置工事及び今
後の管理について指
導を行っている。

維持管理規定等に準
じ適切に維持管理がな
されているか、年数回
程度点検や指導を実
施。

地区住民による緩衝
帯及び電気柵周辺の
草刈りを実施

【再評価】
飯豊町鳥獣被害対策
協議会

飯豊町 高峰（中通）地区 R3.9.14
電気柵（3段）
L=3,730m

864,589 864,589 設置後は被害なし -

設置時に資料を配付
し、設置工事及び今
後の管理について指
導を行っている。

維持管理規定等に準
じ適切に維持管理がな
されているか、年数回
程度点検や指導を実
施。

地区住民による緩衝
帯及び電気柵周辺の
草刈りを実施

【再評価】
飯豊町鳥獣被害対策
協議会

飯豊町 中津川（高造路） R4.10.17
電気柵（3段）
L=1,450m

338,140 338,140 設置後は被害なし -

設置時に資料を配付
し、設置工事及び今
後の管理について指
導を行っている。

維持管理規定等に準
じ適切に維持管理がな
されているか、年数回
程度点検や指導を実
施。

地区住民による緩衝
帯及び電気柵周辺の
草刈りを実施

その他国費（円）

被害が生じた場合
の要因と事業実
施主体等が講じた
対応策

事業実施主体等
が講じた設置にか

かる指導内容

事業実施主体等
が行っている維持

管理方法

事業実施主体等
における維持管理

状況
都道府県における点検・指導状況

危険表示板や電源の安全確保措置についてチラ
シを活用しながら周知するとともに、整備事業活用
にあたっては安全講習会を実施することを市町村
に義務付けている。また、令和６年９月に電気柵
設置状況調査を行い、不適切な電気柵がないこと
を確認している。

事業費（円）事業実施主体名 市町村名 地区名 竣工年月日
侵入防止柵の種

類・設置距離


